
第３次安城市多文化共生プラン（案）パブリックコメント意見募集結果 

１ 意見募集の概要 

（１）意見募集期間  令和６年１２月１６日（月）～令和７年１月１４日（火） 

（２）周知の方法   広報あんじょう（１２月号）、市公式ウェブサイト、市ＬＩＮＥ公式アカウント及び外国人向けＳＮＳ「Ａｎｊｏ－ｉｎｆｏ」 

（３）閲覧場所    市民協働課窓口、市民交流センター、へきしんギャラクシープラザ、各地区公民館、図書情報館（アンフォーレ内）、安城市国際交流協会、あんぱ～く、あんステップ♬、保健センター及び 

市公式ウェブサイト 

（４）意見を提出できる方 ①市内に在住・在勤・在学している ②市内に事業所などを有する ③市内で活動している  ①～③いずれかに該当する方 

（５）意見提出方法  住所・氏名とご意見を記入し、持参か郵送、ＦＡＸ、電子メールで市民協働課まで提出 ※あいち電子申請・届出システムでも募集 

２ 意見募集の結果概要 

（１）意見提出人数  ３名 

（２）意見件数    ６９件 

（３）提出方法    持参２件  郵送１件 

（４）結果の公表   広報あんじょう（３月号）、市民協働課窓口、市民交流センター、へきしんギャラクシープラザ、各地区公民館、図書情報館（アンフォーレ内）、安城市国際交流協会、あんぱ～く、 

あんステップ♬、保健センター及び市公式ウェブサイト 

（５）公表期間   令和７年３月１日（土）～令和７年３月３１日（月） 

 

３ 提出された意見及び市の考え方について 

 

 

 

 

No. 計画案の該当箇所 ご意見の概要 市の考え方 計画への反映 
意見 

区分 

１ 

Ｐ．１ 

Ⅰ 策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

「同年６月には、外国人を日本社会の一員として受入

れ、社会から孤立しないようにするための日本語教育

を推進することを目的とした「日本語教育の推進に関

する法律」が公布・施行されています。」との記載があ

りますが、安城市では、法律の施行の前後で、どのよ

うな考えの下に日本語教育に取り組みされてきたの

でしょうか回答していただきたい。 

２０１９年４月に施行した第２次安城市多文化共生プランでは、外国人市民が安城市

における生活を円滑に送るとともに地域への貢献ができるよう、日本語の学習機会の

充実に取り組んできました。 

第３次プランにおいても、外国人市民への日本語教育の推進は重要なものと考え、施

策３－２「日本語教育の推進」として位置付けるとともに、「愛知県地域日本語教育の

推進に関する基本的な方針」に基づき、「日本語教育の参照枠」におけるＡ２レベルの

日本語運用能力を身につけられる体制を構築していくことを記載しています。 

 Ｄ 

２ 

Ｐ．１ 

Ⅰ 策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

「社会から孤立しないようにするための日本語教育

を推進することを目的とした「日本語教育の推進に関

する法律」が公布・施行されています。」とありますが、

学校現場では多くの外国人子弟が学級内で孤立し、置

き去りにされています。これは、決して現場の教師の

責任ではなく、初期日本語指導が量的にも、質的にも

不足していると考えられます。こうした、システム上

のサポート不足が、ただでさえ学校業務に忙殺される

現場教師の疲弊を助長しているのです。ここを重点的

安城市では、外国にルーツをもつ児童生徒など、著しく日本語理解が困難な者に対し、

学校生活に必要な日本語を指導するほか、学校生活に必要な生活習慣を習得させるこ

とを目的とし、日本語初期指導教室を２か所（二本木小学校、今池小学校）に設置して

います。初期指導教室は専門的な知識をもつ業者に業務委託をし、教員免許を所持す

る指導員が中心となり、日本語及び生活習慣の指導を行っています。初期指導教室で

は、個別に指導計画や報告書を作成して児童生徒の在籍校職員との連絡・相談を行い、

校内の日本語適応指導につなげています。校内においては特別の教育課程を編成し、

学級から取り出して個別指導やグループ指導を行ったり、学級への入り込みにより特

別指導を行ったりしています。 

 Ｄ 

【意見区分】 

Ａ：ご意見を受けて加筆・修正したもの    （  ３件） 

Ｂ：ご意見の考え方が現行案に含まれていたもの（  ０件） 

Ｃ：現行案とおりとしたもの         （  ５件） 

Ｄ：案に関連する質問など          （ ６１件） 



な取り組みとして指導者を増やし、質的にも高めるこ

とができれば、次のステップで子どもの学習意欲が高

まると考えられます。漢字やひらがなの書取指導ばか

りでは時間も予算ももったいないと思います。 

３ 

Ｐ．１ 

Ⅰ 策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

「前述した「特定技能」は、制度創設から４年を経た

令和５(２０２３)年８月に受入れ対象分野が拡大さ

れるとともに、令和６(２０２４)年以降５年間の受入

れ見込数（上限数）は８２万人と、制度開始時から５

年間の約３５万人と比べて大きく増加した人数が設

定されています。」との記載がありますが、安城市にお

ける対象範囲の拡大の影響をどのように把握され、予

測されているのでしょうか回答していただきたい。 

特定技能は、人材の確保が困難な一部の産業分野などにおける人手不足に対応すべく、

創設された在留資格です。 

Ｐ．６の図表５「安城市の外国人の在留資格」のとおり、本市には「特定技能」の在留

資格の方が３９８人おり（２０２４年現在）、増加傾向にあること、また、市内の中小

企業においても、人材確保が課題となっていることなどから、全国の潮流と同様に、

特定技能の在留資格をもつ外国人市民の受入れは進むものと想定しています。 

 Ｄ 

４ 

Ｐ．１ 

Ⅰ 策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

「令和９(２０２７)年からは技能実習制度が廃止さ

れ、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とした

「育成就労」制度の実施が予定されており、育成就労

から特定技能を経た、中長期的な日本での在留や活躍

が予想されます。との記載がありますが、安城市にお

ける育成就労の影響をどのように把握され、予測され

ているのでしょうか回答していただきたい。 

育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わり、就労を通じた人材育成及び人材確保

を目的とした制度であるとともに、将来的には特定技能の在留資格につなげる制度で

す。 

市内の中小企業において、人材確保が課題となっていることなどから、育成就労の在

留資格をもつ外国人市民の受入れは進むものと想定しています。 

 Ｄ 

５ 

Ｐ．１ 

Ⅰ 策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

「こうした社会情勢を踏まえながら、改めて本市の多

文化共生を取り巻く現状や課題を整理するとともに、

基本的な考え方や施策を定め、より一層多文化共生を

推進するために、第３次プランを策定します。」との記

載がありますが、こうした社会情勢の一つが「令和６

(２０２４)年以降５年間の受入れ見込数（上限数）は

８２万人と、制度開始時から５年間の約３５万人と比

べて大きく増加した人数が設定」ではと思います。安

城市内における外国籍住民数の変化をどのように想

定されているのか回答していただきたい。 

Ｐ．４の図表２「安城市の国籍別外国人人口の推移」のとおり、経済的・社会的な要因

で一時的に外国人人口が減少する期間はありましたが、長期的に見れば増加していま

す。 

特定技能制度における外国人の受入れが拡大する見込みの中で、特定技能制度の受入

れの対象には製造業も含まれていることから、製造業を中心とする本市においては、

外国籍住民数は増加するものと想定しています。 

 Ｄ 

６ 

Ｐ．１ 

Ⅰ 策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

多文化共生の脚注として「１国籍や民族などの異なる

人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を

築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生き

ていくこと。」とありますが、「互いの文化的違いを認

めない外国人市民」の存在をどのように把握され、対

応されようとしているのかその見解を回答していた

だきたい。安城市内には「互いの文化的違いを認めな

い外国人市民」は存在しないというお考えでしょうか

見解を回答していただきたい。 

「互いの文化的違いを認めない外国人市民」の存在について、定量的な把握はできて

おりません。 

また、そうした外国人市民が存在しないという考えはありません。 

本市としましては、外国人市民が日本の文化を尊重し、習慣を理解することは必要な

ことであると考えています。 

今回のアンケートでは、外国人市民に対して多文化共生への理解について把握してお

りませんでしたが、多文化共生の理解度は国籍にかかわらず把握していく必要がある

と考えるため、今後外国人市民への把握についても検討してまいります。 

 Ｄ 

７ 

Ｐ．２ 

Ⅰ 策定にあたって 

２ 位置づけ 

「このプランは、本市の中長期的なまちづくりの指針

である「第９次安城市総合計画」に基づくとともに、

国や県の関連する計画などを踏まえた上で、本市の多

文化共生推進の方針や考え方を示したものです。」と

実施計画は、総合計画で定める重点戦略及び分野別計画に関連する事業などを掲載し

た３か年の計画であり、追加や修正を行いながら毎年度策定しています。 

本プランに位置付ける取組を含め、今後実施する事業につきましては、毎年度策定す

る実施計画や予算編成において社会情勢を踏まえながら判断を行ってまいりますの

 Ｄ 



の記載がありますが、既に「第９次安城市総合計画実

施計画（令和７年度～９年度）」が発行されていますの

で、令和９年度までは、実施計画で定められた内容が

優先的に実施されるということでしょうか回答して

いただきたい。 

で、必ずしも令和７～９年度実施計画書に記載された内容が優先的に実施されるとは

限りません。 

８ 

Ｐ．２ 

Ⅰ 策定にあたって 

３ 計画期間 

「令和７(２０２５)年度から令和１１(２０２９)年

度までの５年間とします。第９次安城市総合計画（令

和６(２０２４)年度～令和１３(２０３１)年度）」と

の記載がありますが、総合計画とは異なり計画期間を

令和１１年度としている理由を回答していただきた

い。 

本プランは、第１次、第２次と概ね５年で改定を行ってきました。関連計画である愛

知県の多文化共生プランの計画期間も５年となっています。 

また、外国人を取り巻く環境は、法改正や経済状況などに大きな影響を受けます。 

これらを踏まえ、第９次安城市総合計画の終期である令和１３年度に合わせた７年で

はなく、５年の計画期間としています。 

 Ｄ 

９ 

Ｐ．２ 

Ⅰ 策定にあたって 

３ 計画期間 

「令和７(２０２５)年度から令和１１(２０２９)年

度までの５年間とします。第９次安城市総合計画（令

和６(２０２４)年度～令和１３(２０３１)年度）」と

の記載がありますが、本計画、総合計画、愛知県の計

画、国の計画の計画期間を図示で見やすく本プラン内

に記載していただきたい。記載できない場合はその理

由を回答していただきたい。 

ご指摘のとおり記載します。 ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、プランの

内容を一部修正さ

せていただきま

す。 

Ａ 

１０ 

Ｐ．３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（１）外国人人口の割合 

「全国や愛知県と比較して、外国人人口の割合は高く

なっています。」との記載がありますが、令和７年度以

降もこの傾向は継続するとの見込みでしょうか見解

を回答していただきたい。 

安城市は製造業が盛んであり、製造業は他の業種に比べて外国人労働者を雇用する企

業が多いことから、外国人人口の割合が全国及び愛知県と比べて高い傾向は、しばら

く継続するものと想定しています。 

 Ｄ 

１１ 

Ｐ．３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（２）外国人人口、国籍の推移 

「減少した期間もありますが、長期的に見て増加して

います。」との記載がありますが、今後も増加を見込ん

でいるのでしょうか、また、どの程度の増加を見込ん

でいるのでしょうか回答していただきたい。 

Ｐ．４の図表２「安城市の国籍別外国人人口の推移」のとおり、経済的・社会的な要因

で一時的に外国人人口が減少する期間はありましたが、長期的に見れば増加しており

ますので、今後も増加していくと想定しています。 

なお、増加の具体的な数値につきましては、外国人の受入れ制度などが変化している

中で推計は難しくなっております。 

 Ｄ 

１２ 

Ｐ．４ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（３）人口増減における外国人人口

の影響 

「転入・転出などの社会増減において、日本人は「２

０１９年１０月～２０２０年９月」以降減少が続いて

いますが、外国人は「２０２１年１０月～２０２２年

９月」から増加に転じています。出生・死亡などの自

然増減において、日本人は「２０２１年１０月～２０

２２年９月」以降減少していますが、外国人は自然増

を保っています。」との記載がありますが、今後もこの

傾向が継続すると見込んでいるのでしょうか、見込ん

でいるとすれば、計画最終年度には、安城市内に居住

する住民の日本国籍を有する者と外国籍を有する者

の比率はどのように変化していくとの見解でしょう

か回答していただきたい。 

Ｎｏ．１１でも回答しましたとおり、外国人人口については、今後も増加していくと

想定していますが、増加の具体的な数値の推計は難しいことから、今後の人口推計に

ついて、日本人、外国人それぞれの推計値は算出しておりません。そのため、計画最終

年度における日本国籍を有する者と外国籍を有する者の比率について想定することは

難しくなっております。 

 Ｄ 



１３ 

Ｐ．５ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（４）性別・年齢別人口構成の状況 

「本市の外国人と市全体の年齢別人口構成をみると、

市全体では４０～５０歳代が最も多くなっています

が、外国人では、２０～３０歳代が最も多くなってい

ます。外国人の１５～６４歳の生産年齢人口は８２．

０％、１５歳未満の年少人口は１４．６％、６５歳以

上の高齢者人口は３．３％であり、本市における外国

人は勤労世代が多く、高齢者が少ない状況です。」との

記載がありますが、計画最終年度における「小中学校

の児童＆生徒の日本国籍を有する者と外国籍を有す

る者との比率をどのように想定されているのかを回

答していただきたい。 

小中学校の児童生徒の日本国籍を有する者と外国籍を有する者との比率につきまして

は、外国人の受入れ制度が変化しているため、想定は難しくなっていますが、Ｐ．６の

図表６「安城市における日本語指導が必要な児童生徒数の推移」のとおり、日本語指

導が必要な児童生徒数が増加していることから、外国人児童生徒の割合は増加するも

のと想定しています。 

 Ｄ 

１４ 

Ｐ．５ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（４）性別・年齢別人口構成の状況 

「本市の外国人と市全体の年齢別人口構成をみると、

市全体では４０～５０歳代が最も多くなっています

が、外国人では、２０～３０歳代が最も多くなってい

ます。外国人の１５～６４歳の生産年齢人口は８２．

０％、１５歳未満の年少人口は１４．６％、６５歳以

上の高齢者人口は３．３％であり、本市における外国

人は勤労世代が多く、高齢者が少ない状況です。」との

記載がありますが、計画最終年度における「６５歳以

上の高齢者人口の日本国籍を有する者と外国籍を有

する者との比率をどのように想定されているのかを

回答していただきたい。 

Ｎｏ．１１でも回答しましたとおり、外国人人口については、今後も増加していくと

想定していますが、増加の具体的な数値の推計は難しいことから、今後の年齢別人口

推計について、日本人、外国人それぞれの推計値は算出しておりません。そのため、計

画最終年度における６５歳以上の高齢者人口の日本国籍を有する者と外国籍を有する

者の比率について想定することは難しくなっております。 

 Ｄ 

１５ 

Ｐ．５ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（５）在留資格・就労 

「在留資格別の外国人人口は、永住者が２，９８３人、

定住者が１，５６８人と多く、次いで技能実習、技術・

人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能、日本人の

配偶者等の順となっています。」との記載があります

が、計画最終年度における上記の在留資格別の外国人

人口の想定とその内訳を回答していただきたい。 

在留資格別の外国人人口の内訳としては、計画最終年度においても永住者、定住者が

多い傾向は変わらないと想定しています。 

また、技術・人文知識・国際業務、特定技能などの在留資格をもつ人が、人手不足や特

定技能制度の受入数の拡大などを背景として、計画最終年度において増加していると

想定しています。 

 Ｄ 

１６ 

Ｐ．５ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（５）在留資格・就労 

「本市では、原則として就労制限がなく、在留資格の

更新などにより日本での継続居住も可能な、永住者、

定住者、特別永住者、日本人の配偶者等及び永住者の

配偶者等の割合が多く、定住化傾向にあります。」との

記載がありますが、計画最終年度迄その傾向は継続す

るとの想定でしょうか、また、その比率の想定を回答

していただきたい。 

計画最終年度においても、永住者、定住者、特別永住者、日本人の配偶者等及び永住者

の配偶者等の割合が多いと考えます。ただし、技術・人文知識・国際業務、特定技能、

技能実習の在留資格の増加数の方が多いと見込んでいることから、比率としては下が

ることを想定しています。 

なお、上述のとおり継続居住可能な在留資格者の比率は下がることを想定しておりま

すので、Ｐ．５（５）在留資格・就労の６行目「定住化傾向にあります」という表現は

削除します。 

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、プランの

内容を一部修正さ

せていただきま

す。 

Ａ 

１７ 

Ｐ．５ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（５）在留資格・就労 

「一方で、令和元(２０１９)年と比較すると、技術・

人文知識・国際業務及び特定技能などの就労を目的と

した在留資格をもつ人が増加しており、人手不足や特

定技能制度の受入数の拡大などを背景として、今後も

増加していくことが見込まれます。」との記載があり

ますが、計画最終年度迄その傾向は継続するとの想定

でしょうか、また、最終年度には、技術・人文知識・

技術・人文知識・国際業務及び特定技能などの就労を目的とした在留資格をもつ人が

増加しており、人手不足や特定技能制度の受入数の拡大などを背景として、計画最終

年度まで増加傾向が継続するものと見込んでいます。 

また、永住者、定住者などより増加数が多いと考えられるため、比率も上がることを

想定しています。 

 Ｄ 



国際業務及び特定技能などの就労を目的とした在留

資格をもつ人の比率の想定を回答していただきたい。 

１８ 

Ｐ．６ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

１ 外国人人口の状況（統計デー

タ） 

（６）子どもの状況 

「本市の日本語指導が必要な児童生徒数は、新型コロ

ナウイルス感染症などの影響により近年は横ばいで

推移していましたが、令和６(２０２４)年度は増加し

ています。技術・人文知識•国際業務などの家族滞在が

認められている在留資格が増加していることから、日

本語指導が必要な児童生徒の数についても、今後増加

が見込まれます。」との記載がありますが、外国籍児童

生徒と日本語指導が必要な児童生徒数の現在の比率

と計画最終年度における比率の想定を回答していた

だきたい。 

令和６年における外国籍児童生徒数は６４７人、日本語指導が必要な児童生徒数は６

１３人です。なお、日本語指導が必要な児童生徒とは、外国籍の児童生徒に限ったも

のではありません。 

子どもの日本語の習熟度は来日年齢などにも左右されるため、計画最終年度における

外国籍児童生徒と日本語指導が必要な児童生徒の比率を想定することは難しくなって

おりますが、学校内外での子どもたちへの日本語教育の推進により、日本語指導が必

要な児童生徒数を減らしていきたいと考えています。 

 Ｄ 

１９ 

Ｐ．７ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

２ 多文化共生に関する市民の意

識（アンケート調査） 

（１）外国人市民の意識 

①日本で困っていること・相談した

いこと 

「外国人市民が困っていること・相談したいことは、

「日本語で人と話をすること(３３．４％）」や、「日本

語を読むこと(３１．５％）」といった日本語でのコミ

ュニケージョンの割合が高くなっており」との記載が

ありますが、安城市内に居住する外国籍の人が日本人

と共生するためには、日常会話や簡単な日本語が読め

ることは必須であると思いますが、日本語でのコミュ

ニケーション能力に欠ける現状をどのように認識さ

れているのか回答していただきたい。 

ご指摘いただいたとおり、日本語でのコミュニケーションに困っていると回答した割

合が３割程度ある一方で、令和５年度に実施した、「多文化共生についての市民アンケ

ート（外国人市民）」において、自身の日本語能力（話す）について、「簡単で短い会話

ができる」と回答した割合が３９．４％、「日常会話で話すことができる」と回答した

割合が２６．２％あり、自身の日本語能力（読む）について、「簡単で短い文が読める」

と回答した割合が４１．４％、「日常生活や仕事の文が読める」と回答した割合が１７．

９％ありました。ただし、これらは自己判断による回答のため、実際は個人によって

大きく差があると考えます。 

いずれにしましても、最低限の日本語を習得することは、日本で生活する上では必要

になりますので、外国人市民に対する日本語教育や日本人市民に対する「やさしい日

本語」の周知などにより、日本人市民と外国人市民とのコミュニケーションが円滑に

行われるよう取り組んでまいります。 

 Ｄ 

２０ 

Ｐ．８ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

２ 多文化共生に関する市民の意

識（アンケート調査） 

（１）外国人市民の意識 

②地域の行事などに参加したこと

のある外国人市民 

「全体としては、「参加したことがない」が最も多く４

５．０％であり、外国人市民のまちのイベントヘの参

加は少ない状態です。」との記載がありますが、その原

因と理由とその対応策を回答していただきたい。 

第２次プランの実施期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響による、イベ

ントの自粛などが要因となったと考えます。 

第３次プランにおいては、施策１－２「多文化共生の意識啓発、相互理解と交流の促

進」や施策３－１「情報発信体制の構築」に記載の取組をとおして、交流機会の創出支

援やイベント情報を周知し、外国人市民もまちのイベントに参加できるよう取り組ん

でまいります。 

 Ｄ 

２１ 

Ｐ．８ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

２ 多文化共生に関する市民の意

識（アンケート調査） 

（１）外国人市民の意識 

③安城市を住みやすいと思う外国

人市民 

「「生活しやすい」の割合が最も高く４４．４%、次い

で「とても生活しやすい」が４３．０％となっており、

９割弱の外国人市民が本市を生活しやすいと評価し

ています。」との記載がありますが、「安城市を住みや

すいと思う日本人市民」の割合と外国人市民と比較を

した場合、日本人市民と外国人市民に差があるのかを

データを基に見解を回答していただきたい。 

市内在住の１８歳以上の市民を対象に行った令和５年度の安城市市民アンケート調査

において、安城市を「住みよい」と回答した割合は５１．５％、「どちらかといえば住

みよい」と回答した割合は４２．３％でした。 

日本人市民と外国人市民との間に、安城市での暮らしやすさに大差はないと考えてい

ますが、外国人市民の割合の方が低い結果ではありますので、第３次プランにおいて

は、施策の方針２「ライフステージに応じた暮らしの支援」に基づき、だれもが安心し

て暮らせる安城市となるよう取り組んでまいります。 

 Ｄ 

２２ 
Ｐ．９ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

「本市における多文化共生の理解度は高まっていま

すが、まだ半数以上の人が内容をよく理解していない

「外国人市民の多文化共生の理解度の割合」のデータはありません。しかしながら、

多文化共生の理解度は国籍にかかわらず把握していくことが重要だと考えているた

 Ｄ 



現状 

２ 多文化共生に関する市民の意

識（アンケート調査） 

（２）日本市民の意識 

①日本市民の多文化共生の理解度 

のが現状です。」との記載がありますが、「外国市民の

多文化共生の理解度の割合」と「日本市民の多文化共

生の理解度の割合」を比較をした場合に差があるのか

をデータを基に回答していただきたい。 

め、今後外国人市民への把握についても検討してまいります。 

２３ 

Ｐ．１０ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

２ 多文化共生に関する市民の意

識（アンケート調査） 

（２）日本市民の意識 

②外国人とのコミュニケーション 

「最近1年間で、家族や親族以外の外国人とのコミュ

ニケーションを取る機会のあった日本人市民は３６．

２％でした。外国人とのコミュニケージョンの内容と

しては「簡単な会話をした(５６．６％）」や「あいさ

つをした(５３．７％）」といった内容が多くなってお

り、次いで「一緒に仕事をした(４１．５％）」となっ

ています。」との記載がありますが、最近１年間で、家

族や親族以外の日本人とのコミュニケーションを取

る機会のあった外国人市民の割合と日本市民と比較

をした場合の見解をデータに基づいて回答していた

だきたい。 

「最近１年間で、家族や親族以外の日本人とのコミュニケーションを取る機会のあっ

た外国人市民の割合」についてのデータはありません。 

なお、アンケート調査などにおける日本人市民と外国人市民の比較については、設問

数などを考慮する必要があるため、比較すべき項目などを検討してまいります。 

 

 Ｄ 

２４ 

Ｐ．１０ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

２ 多文化共生に関する市民の意

識（アンケート調査） 

（２）日本市民の意識 

③外国人市民のために実践してい

ること 

「あいさつや日常会話をする」の割合が最も高く６

１．３％です。次いで「様々な国の生活習慣や文化等

への理解を深める(４０．１％）」、「日本の生活習慣や

地域のルール等を教える(３２．０％）」となっていま

す。」との記載がありますが、「外国市民が日本市民の

ために実践していることの割合」と「日本市民が外国

人市民のために実践していることの割合」とを比較し

た場合の見解をデータに基づいて回答していただき

たい。 

「外国市民が日本市民のために実践していることの割合」についてのデータはありま

せん。 

なお、アンケート調査などにおける日本人市民と外国人市民の比較については、設問

数などを考慮する必要があるため、比較すべき項目などを検討してまいります。 

 

 Ｄ 

２５ 

Ｐ．１１ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針１】多文化共生に対する

理解度や意識の定着 

「多文化共生の理解促進のため、パネル展示、講座・

研修などを開催しました。加えて、市公式ウェブサイ

トやＳＮＳを活用し、外国人統計の共有や周知を行い

ました。」との記載がありますが、具体的にどのような

内容を何回実施され、どのような効果があったのかを

定量性的に回答していただきたい。また、参加された

方の外国人市民の人口比率と日本人市民の人口比率

をデータに基づいて回答していただきたい。 

直近の令和５年度においては、安城市の外国人人口や市の多文化共生の取組について

のパネル展示と研修・講座などを３回ずつ実施しました。 

また、まちかど講座にて、「やさしい日本語」についての研修を実施しました。 

令和５年度に実施した、「多文化共生についての市民アンケート（日本人市民）」にお

いて、多文化共生の理解度は４５．１％と前回調査から１１．５ポイント増加しまし

た。 

なお、公民館講座では、外国の文化や習慣に対する理解及び国際交流に関する講座を

実施しました。令和５年度は１１講座開催し、日本人市民が１３２名、外国人市民が

９名参加しました。人口に対する比率としては、令和５年度（令和６年３月３１日時

点）の日本人市民の人口１７９，７５０人の約０．０７％、外国人市民の人口８，２６

０人の約０．１％になります。 

 Ｄ 

２６ 

Ｐ．１１ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針２】外国人市民の学習機

「日本語教室への支援を行うとともに、日本語学習ボ

ランティアのスキルアップ講座を開催しました。ま

た、市内の高校に通う高校生と協力し、小中学校の長

期休暇に子どもの学習支援を行いました。」との記載

がありますが、具体的にどのような内容を何回実施さ

れ、どのような効果があったのかを定量的に回答して

直近の令和５年度においては、安城市国際交流協会が補助事業として、日本語教室ボ

ランティアのステップアップ講座を１回行いました。 

また、小中学校の夏休みと冬休みの時期に、安城東高校と協力して子どもの宿題教室

を２日ずつ開きました。 

令和５年度に実施した、「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」では、

日本語の勉強意向について「日本語を勉強したいけれど、勉強することができない」

 Ｄ 



会の充実 いただきたい。 と回答した割合が１２．３％と前回調査から１０．７ポイント減少しました。 

２７ 

Ｐ．１１ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針３】日本人市民と外国人

市民のコミュニケーションの充実 

「外国人親子と日本人親子の気軽な交流の場として

多文化子育てサロンを開催するとともに、町内会・自

治会へ翻訳ツールの貸出しを行いました。また、「やさ

しい日本語」を使用し、外国人市民も理解しやすく、

気軽に他の受講者と交流できるような講座を実施し

ました。」との記載がありますが、具体的にどのような

内容を何回実施され、どのような効果があったのかを

定量的に回答していただきたい。 

直近の令和５年度においては、多文化子育てサロンを４回実施し、延べ５２名の参加

者がありました。内容については、市公式ウェブサイトにも掲載していますのでご覧

ください。 

（https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/kokusai/tabunkakosodatesalon.html） 

実施後のアンケートでは、８７．５％の参加者が「良かった」と回答しています。 

翻訳ツールについては、町内会・自治会へ貸出制度の周知を行いましたが、令和５年

度の貸出実績はありませんでした。 

 Ｄ 

２８ 

Ｐ．１１ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針４】多くの外国人市民に

伝わる情報伝達 

「転入時に市民課で多言語の生活ガイドブックなど

を配布しました。また、外国人市民向けに行政情報や

イベント情報をまとめた情報誌を配布するとともに、

ＳＮＳ(facebook、Instagram)での情報発信も行いま

した。」との記載がありますが、具体的にどのような内

容を何回実施され、どのような効果があったのかを定

量的に回答していただきたい。 

生活ガイドブックは転入した外国人市民に対して配布しています。生活ガイドブック

の内容については、市公式ウェブサイトにも掲載していますのでご覧ください。 

（https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/kokusai/seikatsu-guidebook.html） 

外国人市民向けの情報誌について、直近の令和５年度は４回発行しました。内容につ

いては、市公式ウェブサイトにも掲載していますのでご覧ください。 

（https://www.city.anjo.aichi.jp/tabunka/anjoinfo.html） 

ＳＮＳについて、直近の令和５年度はfacebookとInstagramそれぞれで６８の記事を

掲載しました。内容については、各種ＳＮＳをご覧ください。 

（https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/joho.html#SNS） 

なお、ＳＮＳのフォロワーについて、令和５年度はfacebookが８４人、Instagramが

１２９人増加しました。 

 Ｄ 

２９ 

Ｐ．１１ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針５】外国人市民の暮らし

の不安軽減 

「市民課に、ポルトガル語、中国語、フィリピン語、

ベトナム語の通訳職員を配置するとともに、電話通訳

システムテレビ電話通訳システムを導入し、多言語で

の生活相談に対応しました。子ども・子育てへの支援

として、日本語適応指導教室、日本語初期指導教室を

行い、また、市民活動団体による子どもの放課後日本

語教室、プレスクールの運営を支援しました。防災面

では、多言語化された防災ガイドブック、地震ハザー

ドマップを配布しました。」との記載がありますが、具

体的にどのような内容を何回実施され、とのような効

果があったのかを定量的に回答していただきたい。 

直近の令和５年度においては、市民課通訳職員の相談対応件数が１，７９８件、電話

通訳での相談件数が７１７件、テレビ電話通訳での相談件数が２５３件でした。 

多言語化された防災ガイドブックと地震ハザードマップについては、市公式ウェブサ

イトにも掲載していますのでご覧ください。 

（https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bosaibohan/yakudachi/gaikokugo.html） 

令和５年度に実施した、「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」では、

日本で困っていること・相談したいことについて、「市役所などの手続き」と回答した

割合が１５．６％と前回調査から６．２ポイント、「地震や大雨などの災害」と回答し

た割合が１２．９％と前回調査から１４．６ポイント、「子どもを育てること、預ける

こと」と回答した割合が１０．６％と前回調査から３．１ポイント、それぞれ減少しま

した。 

 Ｄ 

３０ 

Ｐ．１１ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針５】外国人市民の暮らし

の不安軽減 

防災ガイドブック、ハザードマップが多言語化され

ているそうですが、多言語化されているそうなので、

これは非常に良いことをされたと感じました。 

ご意見ありがとうございます。第３次プランにおいては、成果指標として「災害への

準備ができている外国人市民の割合」を設定しており、目標達成に向け、引き続き外

国人市民への防災に関する知識の周知などに取り組んでまいります。 

 Ｄ 

３１ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

「外国人市民も参加している懇話会で定期的な意見

交換を行うとともに、ロールモデルとなる外国人市民

を広報などで紹介しました。併せて、地域活動への参

加支援として、多言語での町内会・自治会の説明資料

懇話会については、令和元年度から令和４年度まで、年２回開催しました。開催内容

については、市の公式ウェブサイトにも掲載していますのでご覧ください。 

（https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/kokusai/tabunkakyosei-konwakai.html） 

懇話会にていただいた意見を基に、それまでfacebookだけだったＳＮＳでの情報発信

 Ｄ 



（１）施策の実施状況 

【基本方針６】外国人市民が地域で

活躍できる環境づくり 

を配布しました。なお、外国人市民の活躍や見守りを

促進するための多文化共生サポーター制度は実施に

至りませんでした。」との記載がありますが、具体的に

どのような内容を何回実施され、どのような効果があ

ったのかを定量的に回答していただきたい。 

に、Instagramを追加しました。 

Instagramでの情報発信実績については、Ｎｏ．２８をご覧ください。 

町内会・自治会の説明資料については、毎年１回、町内会等関連事務資料として多言

語での加入案内用の説明資料を配布しています。 

令和５年度に実施した、「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」で

は、町内会・自治会への加入状況について、「入っている」と回答した割合が２９．

８％と前回調査から３．２ポイント増加しました。 

３２ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（１）施策の実施状況 

【基本方針７】多文化共生に貢献す

る人材の発掘・育成 

「市民活動団体と協働して事業を実施するとともに、

情報交換を行いました。また、市民の多文化共生活動

を活性化させるための場として、多文化共生サロン設

置に向けた、試行的な取組を行いました。」との記載が

ありますが、具体的にどのような内容を何回実施さ

れ、どのような効果があったのかを定量的に回答して

いただきたい。 

市民活動団体との意見交換については、日ごろ市民活動団体と接する中で行ってきた

ため、具体的な回数は把握していません。市民活動団体と協働して行った事業には、

Ｎｏ．２７で挙げた多文化子育てサロンがあります。 

なお、多文化共生活動に関わる市民活動団体の数については、第２次プランの中で５

団体から９団体に増加しました。 

多文化共生サロン設置に向けた試行的な取組については、これまで市内の公共施設で

行われていた大人日本語教室及び多文化子育てサロンを、市さくら庁舎にて試行的に

実施しました。ボランティアの方たちからは、開催場所の安定的な確保に対する感謝

及び外国人市民にとって利便性が向上しているとの声をいただいています。 

なお、直近の令和５年度における大人日本語教室の利用者数は、延べ２，１７５人で、

多文化子育てサロンの参加者数は延べ５２人でした。 

 Ｄ 

３３ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

日本市民の多文化共生の理解度 

「成果指標：日本市民の多文化共生の理解度 評価：

Ｂ」との記載がありますが、評価Ｂとなった原因を回

答していただきたい。また、ＰＤＣＡサイクルが回っ

てないと思われますが、ＣＡはどのように実施された

のでしょうか回答していただきたい。 

Ｂ評価となった原因については、第２次プランの実施期間における多文化共生に関す

る啓発が不十分だったからであると考えています。 

なお、第２次プランの進捗管理については、各課において年度ごとに実績や課題を整

理するとともに、市民協働課に報告しています。目標が未達成の場合は、各課におい

て改善を図っています。 

第３次プランにおいては、各課における実績や課題の整理とともに、第３次プランの

策定審議会委員を中心に構成する多文化共生懇話会にて、市民協働課で取りまとめた

実績を報告し、委員から意見などを聴取してまいります。 

 Ｄ 

３４ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

地域の行事等に参加したことのあ

る外国人市民 

「成果指標：地域の行事に参加したことのある外国人

市民 評価：Ｃ」との記載がありますが、評価Ｃとな

った原因を回答していただきたい。また、ＰＤＣＡサ

イクルが回ってないと思われますが、ＣＡはどのよう

に実施されたのでしょうか回笞していただきたい。 

Ｃ評価となった原因については、新型コロナウイルス感染症の影響による、イベント

の自粛などが要因となったと考えます。 

なお、第２次プランの進捗管理については、各課において年度ごとに実績や課題を整

理するとともに、市民協働課に報告しています。目標が未達成の場合は、各課におい

て改善を図っています。 

第３次プランにおいては、各課における実績や課題の整理とともに、第３次プランの

策定審議会委員を中心に構成する多文化共生懇話会にて、市民協働課で取りまとめた

実績を報告し、委員から意見などを聴取してまいります。 

 Ｄ 

３５ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

安城市を住みやすいと思う外国人 

「成果指標：安城市を住みやすいと思う外国人 評

価：Ｃ」との記載があります、評価Ｃとなった原因を

回答していただきたい。また、ＰＤＣＡサイクルが回

ってないと思われますが、ＣＡはどのように実施され

たのでしょうか回答していただきたい。 

Ｃ評価となった原因については、外国人人口の増加や多国籍化に加え、新型コロナウ

イルス感染症の影響などによる、困りごとの多様化があると考えています。 

なお、第２次プランの進捗管理については、各課において年度ごとに実績や課題を整

理するとともに、市民協働課に報告しています。目標が未達成の場合は、各課におい

て改善を図っています。 

第３次プランにおいては、各課における実績や課題の整理とともに、第３次プランの

策定審議会委員を中心に構成する多文化共生懇話会にて、市民協働課で取りまとめた

実績を報告し、委員から意見などを聴取してまいります。 

 Ｄ 



３６ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

外国人生徒の高校等への進学率 

「成果指標：外国人生徒の高校等への進学率 評価：

Ｂ」との記載がありますが、評価Ｂとなった原因を回

答していただきたい。また、ＰＤＣＡサイクルが回っ

てないと思われますが、ＣＡはどのように実施された

のでしょうか回答していただきたい。 

Ｂ評価となった原因については、日本の学校制度に対する啓発などが不十分だったか

らであると考えています。 

なお、第２次プランの進捗管理については、各課において年度ごとに実績や課題を整

理するとともに、市民協働課に報告しています。目標が未達成の場合は、各課におい

て改善を図っています。 

第３次プランにおいては、各課における実績や課題の整理とともに、第３次プランの

策定審議会委員を中心に構成する多文化共生懇話会にて、市民協働課で取りまとめた

実績を報告し、委員から意見などを聴取してまいります。 

 Ｄ 

３７ 

Ｐ．１２ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

多文化共生に関する活動を行う市

民団体 

「成果指標：多文化共生に関する活動を行う市民団体 

評価：Ａ」との記載がありますが、評価Ａとなった要

因を回答していただきたい。 

Ａ評価となった原因については、多文化共生に関心をもつ市民の増加が考えられます。  Ｄ 

３８ 

Ｐ．１３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

①日本市民の多文化共生の理解度 

「基準値から１１．５ポイント増加しましたが、目標

値を上回ることはできませんでした。今後、さらなる

多文化共生の意識啓発や交流機会の創出が必要で

す。」との記載がありますが、目標値を上回ることがで

きなかった原因を回答していただきたい。また、ＰＤ

ＣＡサイクルが回ってないと思われますが、ＣＡはど

のように実施されたのでしょうか回答していただき

たい。 

Ｎｏ．３３のとおりです。  Ｄ 

３９ 

Ｐ．１３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

②地域行事等に参加したことのあ

る外国人市民 

「目標値を下回るとともに、基準値から３．５ポイン

ト減少しました。外国人市民への効果的な情報発信

や、外国人市民がイベントや町内会などの行事に参加

できるような仕組みづくりが必要です。」との記載が

ありますが、目標値を下回った原因を回答していただ

きたい。また、ＰＤＣＡサイクルが回ってないと思わ

れますが、ＣＡはどのように実施されたのでしょうか

回答していただきたい。 

Ｎｏ．３４のとおりです。  Ｄ 

４０ 

Ｐ．１３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

③安城市を住みやすいと思う外国

人市民 

「目標値を下回るとともに、基準値から０．１ポイン

ト減少しました。困りごとを相談しやすい環境や、子

どもを育てやすい環境の整備が必要です。」との記載

がありますが、目標値を下回った原因を回答していた

だきたい。また、ＰＤＣＡサイクルが回ってないと思

われますが、ＣＡはどのように実施されたのでしょう

か回答していただきたい。 

Ｎｏ．３５のとおりです。  Ｄ 

４１ 
Ｐ．１３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

「基準値から６．４ポイント増加しましたが、目標値

を上回ることはできませんでした。学校での支援に加

Ｎｏ．３６のとおりです。  Ｄ 



現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

④外国人生徒の高校等への進学 

え、放課後学習支援の充実や日本の教育制度に対する

保護者の理解促進、子どもへのキャリア教育などの取

組が必要です。」との記載がありますが、目標値を下回

った原因を回答していただきたい。また、ＰＤＣＡサ

イクルが回ってないと思われますが、ＣＡはどのよう

に実施されたのでしょうか回答していただきたい。 

４２ 

Ｐ．１３ 

Ⅱ 安城市の多文化共生に関する

現状 

３ 第２次プランの実施状況 

（２）成果指標の達成状況と今後の

課題 

⑤多文化共生に関わる活動を行う

市民団体 

「目標値を上回ることができました。今後は、多文化

共生に関わる活動を行う市民活動団体（多文化共生推

進団体）への支援や行政と団体の協働などに積極的に

取り組み、安城市全体で多文化共生を推進する仕組み

づくりが必要です。」との記載がありますが、目標値を

上回った要因を回答していただきたい。 

Ｎｏ．３７のとおりです。  Ｄ 

４３ 

Ｐ．１４ 

Ⅲ 基本的な考え方 

１ 理念 

「第２次プランの「だれもが安心して暮らせる多文化

のまち安城」を継承するとともに、日本人市民と外国

人市民、行政と市民など、全ての人が協力して多文化

共生社会の実現を目指すという意味を込めて、「とも

につくろう」を付け加えました。ともにつくろうだれ

もが安心して暮らせる多文化のまち安城」との記載が

ありますが、外国人市民が果たす役割である「日本で

暮らす上で必要なルールや制度を十分認識し、地域住

民としての義務や責任を果たしながら、積極的に地域

活動へ参加していくことが求められます。また、自ら

のアイデンティティは守りつつも、日本での生活に必

要な日本語能力の習得などに努め、自立して生活して

いくことが求められます。」を担保するための施策が

手薄のように思われますが、成果指標の設定を含め、

見解を回答していただきたい。 

Ｐ．３０に記載した外国人市民の役割を果たしてもらえるよう、市の取組として、施

策２－２「安全・安心な暮らしに関する制度・情報の理解促進」、施策３－２「日本語

教育の推進」に各種取組を記載しています。 

また、成果指標についても「まちのイベントに参加したことのある外国人市民の割合」、

「災害への準備ができている外国人市民の割合」を設定し、施策の効果を把握できる

よう努めています。 

 Ｄ 

４４ 

Ｐ．１４ 

Ⅲ 基本的な考え方 

２ 施策の方針 

（１）多様な主体による地域づくり 

「多文化共生の意識啓発、多文化共生分野で活躍する

市民や市民活動団体の発掘・育成、市民活動団体と行

政の協働により、行政と市民、市民同土など、安城市

全体で多文化共生を推進します。」との記載がありま

すが、外国人市民主体の多文化共生の意識啓発、多文

化共生分野で活躍する市民や市民活動団体は安城市

内に具体的にどのような団体がいくつあるのかを定

量的に回答していただきたい。 

現在市で把握しているところでは、大人日本語教室が３団体、子どもの放課後学習支

援教室が３団体、外国人市民の生活支援や日本人市民と外国人市民の交流活動を行う

団体が３団体あります。 

 Ｄ 

４５ 

Ｐ．１４ 

Ⅲ 基本的な考え方 

２ 施策の方針 

（２）ライフステージに応じた暮ら

しの支援 

「外国人人口の増加や国籍の多様化などにより、複雑

化する外国人市民からの相談に対し、さまざまな部

署・機関が連携し、切れ目のない支援を行います。ま

た、子育てや教育、防災などに関する適切な支援を行

い、安全•安心に暮らすことができる環境を整えま

令和５年度に実施した、「多文化共生についての市民アンケート（日本人市民）」では、

「外国人市民にも努力して欲しいこと」について、「地域の生活ルールを守ること」と

回答した割合が７５％と前回調査から２．９ポイント、「日本の文化や習慣等を理解す

ること」と回答した割合が６０．６％と前回調査から２．６ポイント、それぞれ減少し

ていますが、現状で十分であるとは認識していません。 

 Ｄ 



す。」との記載がありますが、「複雑化する外国人市民

からの相談」に応じるだけでなく、安城市内に居住す

る外国籍の人が共生するためには、日本語能力や日本

の生活習慣やルールやマナーを習得することが肝要

であると思います。現状で十分であるとの認識でしょ

うか、十分でないとすれば、不十分な程度を定量的に

回答していただきたい。 

４６ 

Ｐ．１４ 

Ⅲ 基本的な考え方 

２ 施策の方針 

（２）ライフステージに応じた暮ら

しの支援 

本案において、外国人市民のライフステージに応じた

プランを考えることに大賛成です。 

愛知県の「あいち多文化共生推進プラン２０２２」に

おいても、施策目標のⅠに「ライフサイクルに応じた

継続的な支援」を掲げています。 

外国人市民を①乳幼児期②子ども期③青年期④成人

期⑤老年期⑥各年代共通の６つの期間に分けて、きめ

細かく推進施策を提言しています。 

安城市においても、愛知県のこの視点を参考に各期間

において必要とされる支援を考えていくことが重要

です。 

特に、各期間における社会保障制度の周知徹底に重点

をおくべきです。 

例えば、①乳幼児期と②子ども期における医療支援、

②子ども期における就学援助、③青年期と④成人期に

おける各種年金制度・介護保険などの社会保険制度の

周知、また、生活保護などの生活保障制度の周知徹底

が必要です。 

更に、昨年、安城市は、外国人市民の生活保護に対す

る支援について重大な過ちを犯していたので、市職員

に社会保障制度についての研修を継続していくこと

も大切です。 

ご意見いただきましたとおり、関連計画である愛知県の「第４次あいち多文化共生推

進プラン」などを踏まえながら、本プランにおいても施策の方針の一つとして「ライ

フステージに応じた暮らしの支援」を定めました。 

社会保障制度への理解促進につきましては、取組番号２－２－１「外国人市民に対す

る健康保険、年金、介護保険その他の社会保障制度に関する制度の周知」として位置

付けています。 

また、取組番号２－３－１「出産・子育て関係情報の提供」や取組番号２－３－１２

「日本語指導が必要な児童生徒及び保護者に対する、キャリア形成や教育制度理解の

促進」などにより、社会保障制度とともに、ライフステージに応じて必要な情報・制度

の周知にも取り組んでまいります。 

なお、市職員に対しましては、取組番号２－１－４「市役所における多文化共生意識

の向上」や取組番号２－１－５「市役所における外国人支援の専門性や質を高める研

修の実施」などを行い、外国人市民に寄り添った対応ができるよう、努めてまいりま

す。 

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、計画の内

容は従前のままと

させていただきま

す。 

Ｃ 

４７ 

Ｐ．１５ 

Ⅲ 基本的な考え方 

２ 施策の方針 

（３）コミュニケーションの充実 

「外国人市民の生活の基盤となる日本語の学習機会

を充実させるとともに、必要な情報を得られるよう、

効果的な情報提供•発信などに取り組みます。また、

「やさしい日本語」の普及などにより、国籍や言葉の

壁を超えた市民同士のコミュニケーションを促進し

ます。」との記載がありますが、国籍や言葉の壁を超え

た市民同士が言葉の壁を超えて具体的にどのように

してコミュニケーションを図るのでしょうか回答し

ていただきたい。 

記載のとおり、広く日本人市民と外国人市民がコミュニケーションを図るために、「や

さしい日本語」の普及に努めてまいります。 

 Ｄ 

４８ 

Ｐ．１６ 

Ⅳ 施策内容 

１ 多様な主体による地域づくり 

現状と課題 

「ボランティアや、日本人に自分の国を紹介したいな

どと考えている外国人市民もいる中で、外国人市民

が、多文化共生に関わる活動の担い手として活躍する

機会が求められています。」との記載がありますが、

ご指摘の箇所は、現状と課題を踏まえ、今後必要とされる取組として記載しています。

そのため、定量的な実績は把握しておりませんが、想定される機会としては、外国人

市民が自らの経験を周りに話す機会や、外国人市民自身が先輩保護者として、子育て

に関する悩みを聞く機会などが考えられます。 

 Ｄ 



「外国人市民が、多文化共生に関わる活動の担い手と

して活躍する機会」とは具体的にとのような機会で、

どのような実績があるのでしょうか定量的に回答し

ていただきたい。 

第３次プランにおいては、施策１－３「外国人市民の活躍推進」に記載の取組を実施

するとともに、実績の定量的な把握にも努めてまいります。 

４９ 

Ｐ．１８ 

Ⅳ 施策内容 

１ 多様な主体による地域づくり 

目標（目指す姿） 

成果指標：多文化共生推進団体で活

動する人 

「成果指標 指標：多文化共生推進団体で活動する人 

目標値（令和１１年度）２４０人」との記載がありま

すが、目標値の根拠を回答していただきたい。また、

この目標を達成するために必要な想定予算額を回答

していただきたい。 

本成果目標は第３次プランから取り入れた目標となりますが、これまで多文化共生推

進団体で活動する人の人数は把握していませんでした。今回のプラン策定にあたって

現状値を調査したところ、１６０人であり、第３次プランでは５０％の増加を目指し

たため、２４０人としました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

５０ 

Ｐ．１８ 

Ⅳ 施策内容 

１ 多様な主体による地域づくり 

目標（目指す姿） 

成果指標：日本人市民の多文化共生

の理解度 

「成果目標指標：日本人市民の多文化共生の理解度 

目標値（令和１１年度）６０．０％」との記載があり

ますが、目標の根拠を回答していただきたい。また、

この目標を達成するために必要な想定予算額を回答

していただきだい。 

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（日本人市民）」では、４

５．１％と第２次プラン策定時から１１．５ポイント増加しました。第３次プランに

おいては、第２次プランよりも大きい伸びを目指すという考えの元、６０％と設定し

ました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

５１ 

Ｐ．１８ 

Ⅳ 施策内容 

１ 多様な主体による地域づくり 

目標（目指す姿） 

成果指標：まちのイベントに参加し

たことのある外国人市民の割合 

「成果目標 指標：まちのイベントに参加したことの

ある外国人市民の割合 目標値（令和１１年度）６０．

０％」との記載がありますが、目標の根拠を回答して

いただきたい。また、この目標を達成するために必要

な想定予算額を回答していただきたい。 

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」では、５

１．７％と第２次プラン策定時から３．５ポイント減少しました。新型コロナウイル

ス感染症の影響による、イベントの自粛などが要因となったと考え、第３次プランに

おいても、第２次プランと同じ６０％に設定しました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

５２ 

Ｐ．２２ 

Ⅳ 施策内容 

２ ライフステージに応じた暮ら

しの支援 

成果指標：日常生活で困っている外

国人市民の割合 

「成果指標 指標：日常生活で困っている外国人市民

の割合 目標値（令和１１年度）６５．０％」との記

載がありますが、目標の根拠を回答していただきた

い。 

また、この目標を達成するために必要な想定予算額を

回答していただきたい。 

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」では、７

５．１％と第２次プラン策定時から５．５ポイント減少しました。第３次プランにお

いては、第２次プランよりも大きい減少率を目指すという考えの元、６５％と設定し

ました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

５３ 

Ｐ．２２ 

Ⅳ 施策内容 

２ ライフステージに応じた暮ら

しの支援 

成果指標：災害への準備ができてい

る外国人市民の割合 

「成果指標 指標：災害への準備ができている外国人

市民の割合目標値（令和１１年度）５０．０％」との

記載がありますが、目標の根拠を回答していただきた

い。 

また、この目標を達成するために必要な想定予算額を

回答していただきたい。 

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」では、３

２．８％と第２次プラン策定時から１０．７ポイント増加しました。第３次プランに

おいては、第２次プランよりも大きい伸び及び外国人の２人に１人は災害への準備が

できていることを目指すという考えの元、５０％と設定しました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

 Ｄ 



事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

５４ 

Ｐ．２２ 

Ⅳ 施策内容 

２ ライフステージに応じた暮ら

しの支援 

成果指標：日本語指導が必要な生徒

の高校などへの進学率 

「成果指標 指標：日本語指導が必要な生徒の高校な

どへの進学率 目標値（令和１１年度）９１．０％」

との記載がありますが、目標の根拠を回答していただ

きたい。 

また、この目標を達成するために必要な想定予算額を

回答していただきたい。 

第２次プランにおいては、８８．９％と目標値の９１．０％を達成できませんでした。 

生徒の中には、帰国などの家庭事情によりすべての生徒が高校などへ進学するとは限

らないため、第２次プランに引き続き９１．０％を目標値としました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

５５ 

Ｐ．２７ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

「やさしい日本語」の普及が必要です。とありますが、

次のような事例を目にしたので参考にしていただけ

ればと思います。 

我が家の近くに外国人をよく見かける集合住宅での

ゴミ集積場に注意を呼びかける貼り紙がしてあった

ので見ると日本人向けとしか思えない表記でした。普

段からそのアパートは外国人しか見かけないのに。ゴ

ミの出し方については地域住民との軋轢を生みやす

い問題です。是非とも「やさしい日本語」の普及を行

政からもっと強力に働きかけていただきたい。せめ

て、ルビをつける事を標準化してはどうでしょうか。 

ご指摘のとおり、「やさしい日本語」の活用などにより、日常生活や地域における日本

人市民と外国人市民の言葉の壁を超えた円滑なコミュニケーションを促進することが

必要だと考えています。 

そのため、第３次プランにおいては、取組番号３－３－１「『やさしい日本語』の周知」

及び３－３－２「『やさしい日本語』に関する講座の開催」を新たな取組として記載し

ました。 

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、計画の内

容は従前のままと

させていただきま

す。 

Ｃ 

５６ 

Ｐ．２８ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

目標（目指す姿） 

成果指標：外国人向けＳＮＳ「Ａｎ

ｊｏ－ｉｎｆｏ」の登録者数 

「指標：外国人向けＳＮＳ「Ａｎｊｏ－ｉｎｆｏ」の

登録者数 目標値（令和１１年度）：facebook:１，６

００人 Instagram：７００人」との記載があります

が、目標値の根拠を回答していただきたい。また、こ

の目標値を達成するために必要な想定予算額を回答

していただきたい。 

過去のfacebook登録者の推移を基に、facebookの登録者数を１，６００人と設定しま

した。 

なお、Instagramにおいては、令和４年度から運用を開始し積み上げデータが少なかっ

たため、facebookと同程度の伸び率を適用し７００人と設定しました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

５７ 

Ｐ．２８ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

取組番号３－１－１ ＳＮＳなど

を活用した情報発信 

Ｐ．２９ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

取組番号３－３－３ 身近なコミ

ュニケーションツールの周知 

ＳＮＳを活用し云々、人手不足の折り、また、多岐に

わたる業務の折り、ではありますが、こんな世の中で

あればこそ尚のことヴァーチャルでなく人対人の交

流の場が大切だと思うのですがいかがでしょう。 

ご指摘いただいた項目については、さまざまな情報発信に関する施策となります。 

交流に関する取組については、Ｐ．１９の施策１－２「多文化共生の意識啓発、相互理

解と交流の促進」において取り組んでまいります。 

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、計画の内

容は従前のままと

させていただきま

す。 

Ｃ 

５８ 

Ｐ．２８ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

目標（目指す姿） 

「指標：日本語で困ったことがある外国人市民の割合 

目標値（令和１１年度）：６５．０％」との記載があり

ますが、目標値設定の根拠を回答していただきたい。

また、この目標を達成するために必要な想定予算額を

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」では、６

９．６％と第２次プラン策定時から４．２ポイント増加してしまいました。第３次プ

ランにおいては、第２次プラン策定時の割合にまで戻すことを目指し、６５％としま

した。 

 Ｄ 



成果指標：日本語で困ったことがあ

る外国人市民の割合 

回答していただきたい。 なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

５９ 

Ｐ．２８ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

目標（目指す姿） 

成果指標：日本人市民における「や

さしい日本語」の認知度 

「指標：日本人市民における「やさしい日本語」の認

知度 目標値（令和１１年度）：４０．０％」との記載

がありますが、目標値設定の根拠を回答していただき

たい。また、この目標値を達成するために必要な想定

予算額を回答していただきたい。 

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（日本人市民）」では、２

９．２％と第２次プラン策定時から３．１ポイント増加しました。第３次プランにお

いては、第２次プランよりも大きい伸び及び「やさしい日本語」の周知に向けた取組

を行っていくことを踏まえ、４０％と設定しました。 

なお、成果指標は、市の様々な取組が総合的に反映されるものとなります。そのため、

目標達成に必要な予算額を回答することはできませんが、多文化共生・国際交流推進

事業全体の令和５年度決算額は３，８００万円余であり、今後、本プランの推進に必

要な予算の確保及び事業の改善などに努めてまいります。 

 Ｄ 

６０ 

Ｐ．２９ 

Ⅳ 施策内容 

３ コミュニケーションの充実 

３－２ 日本語教育の推進 

「運営支援」とありますが日本語教育指導の核となる

「運営支援」が必要でないでしょうか。 

たとえば今池小学校の日本語初期指導教室の運営主

体が短期契約で変わっているとききましたがどのよ

うな方針になっているのでしょう。言語指導を体系的

に持続可能な見地に立って進めていく必要があると

考えます。民間語学学校のノウハウを参考にするのも

ひとつですが、海外の多民族国家。例えばイギリス、

ドイツ、アメリカなどの語学教育のノウハウを現在の

安城市の適応教室でどのくらい取り入れているのか。

子どもたちがどこの学習現場へ移動することがあっ

ても日本語習得レベルのものさしがあると指導者は

助かると思います。 

各学校現場での日本語指導者に対する安城市からの

日本語指導者研修が必要ではないでしょうか。入札に

よって短期の経費を削減するより、長い目で指導者の

向上を図った方が経済効果があるのでは。外国人人材

を開拓し、各企業での外国人労働者との意思疎通がス

ムーズにいけばより安全安心な都市になるはずです。 

取組番号３－２－２「子ども日本語教室・学習支援教室の開催・運営支援」について

は、学校外での市による日本語教室やボランティア団体の日本語教室支援に取り組む

予定をしております。例示いただきました日本語初期指導教室につきましては、取組

番号２－３－１０「小中学校における日本語指導が必要な児童生徒への日本語学習の

支援」における取組として実施してまいります。 

日本語初期指導教室の運営については、専門的な知識をもつ業者に業務委託をしてい

ます。３年間の契約ですが、教員免許を所持する指導員が中心となり、日本語及び生

活習慣の指導を行っています。ＤＬＡ（対話型アセスメント）を入室希望時の面談で

行い、個別に指導計画を作成しています。 

また、修了時にもＤＬＡを行って在籍校と共有することで、校内の日本語適応指導に

つなげています。各学校現場の日本語適応指導教員については研修会を行っています

ので、今後より充実したものになるよう努めてまいります。 

なお、本市の外国人には労働目的で在留する方も多くおり、今後は雇用主である企業

との連携を進める必要があると考え、取組番号１－１－４「外国人雇用企業などとの

連携体制の構築」を新たな取組として位置付けています。 

 Ｄ 

６１ 

Ｐ．３０ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

１ プランの周知 

「市公式ウェブサイトやＳＮＳなどを活用して、本プ

ランの趣旨や内容について周知を図るとともに、多文

化共生の推進に関する講座やイベントといった、多様

な主体と直接関わる機会をとおして、本プランの周知

に努めます。」との記載がありますが、具体的にはどの

ようなＳＮＳを利用して本プランの周知を図られて

いるのか回答していただきたい。 

ＳＮＳでの情報発信については、市民協働課で運用しているfacebookとInstagramを

継続して行っていくほか、市の公式ＬＩＮＥなども活用していきます。 

 Ｄ 

６２ 

Ｐ．３０ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

１ プランの周知 

「市公式ウェブサイトやＳＮＳなどを活用して、本プ

ランの趣旨や内容について周知を図るとともに、多文

化共生の推進に関する講座やイベントといった、多様

な主体と直接関わる機会をとおして、本プランの周知

本プランの周知については、国籍にかかわらずＰ．３０に記載の方法で行ってまいり

ますが、外国人市民に対しては、プランの概要版を多言語化するとともに、多文化共

生推進団体をとおした周知などにも努めてまいります。 

 Ｄ 



に努めます。」との記載がありますが、本プランの周知

を日本国籍者のみならず、日本に在住する外国籍者へ

の周知がより重要を考えますので、日本に在住する外

国籍者への周知徹底方法を回答していただきたい。 

６３ 

Ｐ．３０ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

２ プランの推進体制 

外国人市民 

「日本で暮らす上で必要なルールや制度を十分認識

し、地域住民としての義務や責任を果たしながら、積

極的に地域活動へ参加していくことが求められま

す。」との記載がありますが、具体的に外国籍の安城市

内居住者が日本で暮らす上で必要なルールや制度を

どれだけ認識しているのかを定量的なデータで回答

していただきたい。定量的データを把握されていない

のであれば、施策の実施前に、先ずは定量的なデータ

を明確にしていただきたい。 

「外国籍の安城市内居住者が日本で暮らす上で必要なルールや制度をどれだけ認識し

ているのか」についてのデータはありません。しかしながら、令和５年度に実施した、

「多文化共生についての市民アンケート（日本人市民）」では、「外国人市民にも努力

して欲しいこと」について、「地域の生活ルールを守ること」と回答した割合が７５％

あることから、日本人市民の多くは、十分であると認識していないことが推察されま

す。 

外国人市民が日本で暮らす上で必要なルールや制度をどの程度認識しているかについ

ては、今後のアンケート調査などにより把握することを検討してまいります。 

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、計画の内

容は従前のままと

させていただきま

す。 

Ｃ 

６４ 

Ｐ．３０ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

２ プランの推進体制 

外国人市民 

「また、自らのアイデンティティは守りつつも、日本

での生活に必要な日本語能力の習得などに努め、自立

して生活していくことが求められます。」との記載が

ありますが、具体的に外国籍の安城市内居住者が日本

での生活に必要な日本語能力をどの程度習得されて

いるのかを定量的データで回答していただきたい。定

量的データを把握されていないのであれば、施策の実

施前に、先ずは定量的なデータを明確にしていただき

たい。 

令和５年度に行った「多文化共生についての市民アンケート（外国人市民）」における

「日常会話が分かる」と答えた割合について、「聞く」は３４．８％、「話す」は２６．

２％、「読む」は１７．９％、「書く」は１０．６％でした。 

 Ｄ 

６５ 

Ｐ．３０ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

２ プランの推進体制 

多文化共生推進団体 

「外国人市民と距離の近い存在として、外国人市民に

対する細やかな支援や、関係機関へのつなぎ役として

の役割が求められます。また、日本人市民と外国人市

民との交流の場づくりの担い手になることが求めら

れます。」との記載がありますが、具体的にはどのよう

な団体のことでしょうか、また、安城市内にはいくつ

の団体があるのでしょうか回答していただきたい。 

Ｎｏ．４４のとおりです。  Ｄ 

６６ 

Ｐ．３１ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

３ プランの進捗管理 

「プランの進捗管理については、市民協働課が関係各

課に対し、毎年進捗状況の調査を行い、プランに基づ

く施策の取組内容及び進捗状況（以下、「実績」とい

う。）を取りまとめていきます。」との記載があります

が、プランの進捗管理体制をプラン中に図解で記載し

ていただきたい。図示できないのであれば、その理由

を回答していただきたい。 

ご指摘の箇所については、「市民協働課が関係各課に対し、毎年進捗状況の調査を行い、

プランに基づく施策の取組内容及び進捗状況を取りまとめる」との記載のとおりであ

り、図示の必要はないと考えます。 

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、計画の内

容は従前のままと

させていただきま

す。 

Ｃ 

６７ 

Ｐ．３１ 

Ⅴ プランの推進に向けて 

３ プランの進捗管理 

「第３次安城市多文化共生プラン策定審議会の委員

を中心に構成する「多文化共生懇話会（以下、「懇話会」

という。）」で、市民協働課で取りまとめた実績を報告

し、委員から意見などを聴取します。」との記載があり

ますが、第３次安城市多文化共生プラン策定審議会、

多文化共生懇話会、市民協働課の役割と関係性をプラ

第３次安城市多文化共生プラン策定審議会は、安城市附属機関の設置に関する条例に

基づき、プランの策定に関する事項の調査審議のために、プランの策定期間に限り設

置するものです。 

また、多文化共生懇話会は、プランの策定期間以外において、プランの進捗状況など

に対する意見を外部から聴取するために設置するものです。 

つきましては、プラン策定後の進捗管理においては、「多文化共生懇話会で、市民協働

ご指摘の件は、左

記の市の考え方に

基づき、プランの

内容を一部修正さ

せていただきま

す。 

Ａ 



ン中に図解で記載していただきたい。図解できないの

であれば、その理由を回答していただきたい。 

課で取りまとめた実績を報告し、委員から意見などを聴取する」との記載のとおりで

あり、図示の必要ないと考えます。ただし、第３次安城市多文化共生プラン策定審議

会と多文化共生懇話会の違いが分かりにくかったため、違いが分かるように脚注を追

加しました。 

６８ 

 私はスクールアシスタントとして小学校の現場で

お手伝いをさせていただいています。先生方が現場で

苦労していらっしゃる姿を目の当たりにしています。

保健管理上の手紙、毎日の授業に必要な細々とした連

絡、行事に伴うお知らせ、個人懇談会などの連絡調整、

児童が体調を崩したときの連絡、ひとつひとつについ

て言葉の壁が立ちはだかります。 

一方、優れた能力をもっていると思われる児童が言

葉の壁の前で少しずつ意欲を失い、投げやりになって

いき、日本語適応クラスに取り出されてはいるものの

その時間が十分でなく、一般クラスで放置されている

現状。能力的に高いと推察されるだけに本当にもった

いないと感じています。 

ご意見ありがとうございます。 

言葉の壁を少しでも解消するために、本市では各校に通訳を派遣しています。現在は、

４言語（ポルトガル語、フィリピノ語、中国語、英語）ですが、令和７年度よりベトナ

ム語の通訳も派遣したいと考えています。懇談会や入学説明会、進路説明会などの対

面通訳、通知表（あゆみ）やプリントの翻訳、家庭連絡などをお願いしています。 

また、愛知県や西三河教育事務所の語学相談員も活用し、児童生徒への入り込み指導

や進路指導、保護者との面談などを行っています。 

なお、学校外においても、ボランティアによる放課後学習支援教室の支援など、子ど

もたちの学習環境の充実に努めてまいります。 

 Ｄ 

６９ 

 今現在、今本町コミセンで日本語教室を手伝っていま

すが、週一度の教室開催毎に重たい教材を運んだり、

毎回、戸締り等の気遣いしたりが大変です。市の公民

館で教材を常設し、一室を確保していただきたいと切

に願います。 

現在、第２次プランに記載した、市民が集い交流を促進する場としての多文化共生サ

ロンの設置に向けた、試行的な取組を行っています。 

また、多様な主体が一体となって多文化共生を推進するためには、市の事業や市民団

体の支援など、多文化共生に関する取組を一体的に行う拠点的な場所が必要と考えま

す。今後、試行的な取組の実施状況を踏まえながら、多文化共生拠点の設置に向けた

検討を進めてまいります。 

 Ｄ 

 


